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  公  示   

４０７会公示第１号 

令和５年１２月１１日 

 

「陸上自衛隊高等工科学校の英語教育における外国語指導助手派遣」 

契約希望募集要項 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊武山駐屯地 

第４０７会計隊長 佐藤 誠 

 

記 

 

１ 公募に付する事項 

(1)  件 名 

   陸上自衛隊高等工科学校の令和６年度英語教育の外国語指導助手の派遣 

(2)  調達予定期間 

    令和６年４月１５日（月）～ 令和７年３月７日（金） 

 

２ 配置講師人数 

  ３ 名 

 

３ 参加する者に必要な資格 

（1） 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

  なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（2） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（3） 令和４・５・６年度競争参加資格（全省庁統一資格）の審査結果通知書を受け

た者のうち、｢役務の提供等｣の等級格付けがＡ、Ｂ、Ｃ又はＤのいずれかの等級

に格付けされ、競争参加地域が関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であ

ること。 

   競争参加資格（全省庁統一資格）を申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証

明できる者であること。 

（4） 防衛省から競争契約における参加資格を停止されていない者 

（5） 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から｢装

備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領｣に基づく指名停止の措置を受けて

いる期間中の者でないこと。 

（6） 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であ

って当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約

を行おうとする者でないこと。 

 



２ 

 

（7） 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真に

やむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 

（8） 公募しようとする事業の実施を保証できる能力・体制を有する者 

 

４ 業務委託の概要 

(1) 教育内容及び出勤日数 

契約期間の休日・休養日及び官側の指定する日を除く１１０日の出勤をする 

とともに、開始時間及び終了時間は高工校の日課時限表によるものとする。 

注  表にある各講師の担当科目は一例であり、実際に担当する科目は、助手の教育技量等を基 

に決める。 

(2) 受託者の業務内容 

ア 外国人講師の配置 

(ｱ) 以下の資格・条件を満たす外国語指導助手を３名配置すること。 

ａ 契約期間・業務を確実に遂行する強い意志と健康を有すること。 

ｂ 大学又は大学院を修了し、学位を取得していること。 

ｃ 年齢及び性別を問わず、犯罪歴がなく身元が確実であること。 

ｄ 英語教員として２年以上の経験者を基本とすること。 

ｅ 自衛隊の各種規則を遵守し、自衛隊員に対する教育であることを自覚し、 

使命感・責任感を保持していること。 

ｆ 英語を母国語とする米・英・加・豪・比の国籍を有する講師を基本とする。 

（上記以外の国籍者の場合は高工校に事前承認を受けること。） 

ｇ 高工校職員と意思疎通ができる程度の日本語能力を有していること。 

 ｈ  学校の指示を遵守すること。 

ⅰ 以下に挙げる外国語指導助手に期待する教育成果基準を達成し得る能力を 

有するとともに、米国等の歴史・文化・伝統等についての理解を深めさせる 

能力を有すること。 

(a) 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

中学校英語を踏まえて、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと〔やり取り〕」、 

「話すこと〔発表〕」、「書くこと」の五つの領域を総合的に育成する。 

講師別 科 目 学年 ｸﾗｽ数 1 ｸﾗｽ人員 教科書等 

Ａ 

英語コミュニケー
ションⅠ 

1 11 約 30 
LANDMARK Fit English 
 CommunicationⅠ 

英語コミュニケー
ションⅢ 

3 11 約 30 
LANDMARK Fit English 

 CommunicationⅢ 

Ｂ 

論理・表現Ⅰ 2 11 約 30 
APPLAUSE English Logic And 

 ExpressionⅠ 

英語コミュニケー

ションⅡ 
2 11 約 30 

LANDMARK Fit English 

 CommunicationⅡ 

Ｃ 論理・表現Ⅱ 3 3 約 30 
APPLAUSE English Logic And 
 ExpressionⅡとⅢ 



３ 

 

(b) 論理・表現Ⅰ・Ⅱ 

日常的・社会的な話題について、使用する語句や文、対話の展開、事前 

の準備などにおいて、一定の支援を活用すれば、情報や考え，気持ちなど 

を論理的に詳しく話して伝える力を育成する。 

(ｲ) やむを得ず履歴書を提出した講師以外の者に授業を行わせる場合は、事前に 

当該講師の履歴書を高工校に提出し、了解を得ること。 

(ｳ) 外国語指導助手の業務日程を高工校と調整すること。 

(ｴ) 外国語指導助手の勤務状況や指導内容を把握するため、必要に応じて高工校 

と協議すること。 

イ 授業計画の作成・指示 

受託者は、高工校の要求に基づき、授業計画案を作成する。その内容を高工校 

に説明し、了承を受けた後に授業計画を作成すること。 

ウ 使用教材の作成・指示 

受託者は、授業で使用する掲示物、視聴覚教材、プリントやカード等の教材に 

関して高工校に説明し、了承を受けた後に授業で使用すること。 

エ 成果の報告 

受託者は高工校の要求に応じて、教育の成果について外国語指導助手に報告さ 

せるように指示すること。 

(3) 外国語指導助手の業務内容 

ア 就業時間 ０８３０～１６３０（休憩１２００～１３００） 

イ 高工校教官との英語教育に関する業務の連携 

ウ 教育準備及び教育実施（高工校教官との英語会話の実演を含む。） 

エ 小テスト等の作成・実施・結果報告  

オ 課題等の評価及び報告書の作成 

カ その他 

(ｱ)  教育内容、カリキュラム、成績管理及び委託する教育全般にわたり、 

高工校から指示があった事項については迅速に対応すること。 

(ｲ) 生徒から授業内容、方法、進度等について要望・相談があった場合は、 

高工校と連携を図って対応すること。 

 

５ 公募に関する説明会への参加 

(1) 開催日時 

   令和６年１月２３日（火）１５時００分から 

（2） 開催場所 

   神奈川県横須賀市御幸浜１－１ 北１号隊舎１階 業務諸隊教場 

（3） 説明事項 

  ア 契約の概要等に関する事項 

  イ 仕様書に関する事項 

  ウ 技術審査に関する事項 

 



４ 

 

６ 説明会参加申込に関する手続等 

（1） 説明会参加申込提出先 

  ア 〒２３８－０３１７ 神奈川県横須賀市御幸浜１－１ 

    陸上自衛隊武山駐屯地 第４０７会計隊 契約班 担当 河野 

    電 話 ０４６－８５６－１２９１（内線３４７） 

    ＦＡＸ ０４６－８５６－１２９１（内線３７０） 

  イ 午前８時１５分から午後５時（正午から午後１３時までの時間を除く） 

（直接提出する場合は、休日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第 

９１号）第１条に定める行政機関の休日をいう。）を除く。） 

(2） 説明会参加申込受付期間 

  ア 令和６年１月２３日（火）１２時００分まで 

  イ 第６項（１）の連絡先へＦＡＸにて申込（様式 別紙を参照） 

 

７ その他 

その他の詳細については、説明会において連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５」 

別 紙 

説明会参加申込書 

 

 

事業名：陸上自衛隊高等工科学校の令和６年度英語教育の外国語指導助手の派遣 

 

 

 

標記事業の説明会に参加します。 

 

 

 

１  時期 令和６年１月２３日（火）１５時００分～ 

 

２  場所 神奈川県横須賀市御幸浜１－１  

      北１号隊舎１階 業務諸隊教場 

 

３ 参加者に関する事項 

(1) 会社名 

 

(2) 会社住所 

 

(3) 電 話 

 

(4) ＦＡＸ 

 

(5) 参加予定者の氏名・所属部署・役職 

 

(6) 参加予定人員 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊武山駐屯地 

第４０７会計隊長 佐藤 誠 殿 

号  


